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和歌山県公用車メンテナンス及び管理最適化計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣 旨 

本県では、公用車を各所属で整備・購入等しており、車両管理業務が所属毎で行われ

ることによる事務の分散及び事務量の増加、車両使用期間の長期化並びに公用車の予約

確保がしづらい等の課題を有している。 

それらの課題を解消するため、車両管理業務を管財課へ一元化し、メンテナンス業務

をアウトソーシングするほか、車両管理の更なる最適化の検討を進める必要がある。 

このことから、本県公用車のメンテナンス業務及びリース導入を含めた公用車管理最

適化計画の策定支援業務委託の受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施

するものである。 

 

２．委託業務概要 

（１） 業務名 

和歌山県公用車メンテナンス及び管理最適化計画策定支援業務委託 

（２） 業務概要 

① 本県の所有する公用車の車検・法定点検等のメンテナンスの実施 

② 公用車の管理最適化に向けた現状分析、課題抽出及び最適化計画の策定支援 
※詳細は、別紙１「仕様書」のとおり 

（３）対象車両 

    別紙２「対象車両一覧」のとおり 

（３） 委託期間 

契約日から令和９年３月３１日（水）まで 

（４） 委託上限額 

１４８，６０５，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５） 契約者 

和歌山県 

（６） 受託候補者の選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

３．参加資格 

下記「（１）参加要件」の「①」から「⑧」の要件を満たしている者とする。 

コンソーシアムで参加する場合は、代表構成員は「①」から「⑦」の要件を、その他

の構成員は「①」から「⑥」をそれぞれ満たすとともに、構成員のうち１者以上は要件

「⑧」を満たすことを要件とする。 

なお、同一企業が複数のコンソーシアムの構成員となること、同一企業が単独で参加

し、かつ、コンソーシアムの構成員となることは認めない。 

（１） 参加要件 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者でな

いこと。 

② 国、和歌山県及び和歌山市から指名停止等の措置を受けている者でないこと又は受

けることが明らかである者でないこと。 

③ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による会社更生手続開始の申立てが行

われた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による民事再生手続開始

の申立てが行われた者でないこと。 

④ 国税（法人税、消費税及び地方消費税）、和歌山県税（法人県民税及び法人事業  
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税）及び和歌山市税（法人市民税）の滞納がないこと。 

⑤ 構成員の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁錮以上の刑に処せ

られている者がいないこと。 

⑥ 和歌山県の事務及び事業における暴力団の排除に関する要綱（平成23年施行）に規

定する排除措置対象者に該当する者でないこと。 

⑦ 和歌山県の物品、役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱（令和５年

和歌山県告示第1000号）に基づき競争入札参加資格者名簿の営業種目が大分類「14.

リース・レンタル」小分類「3.建物・自動車・重機等リース・レンタル」に登載さ

れている者。 

⑧ 直近５ヵ年において、次のア、イをどちらも満たす同種同規模の契約実績があるこ

と。なお、契約の相手方は、国、地方公共団体、独立行政法人、公社、民間企業等

の別を問わない。 

ア 同種の契約実績：自動車の車検・法定点検等のメンテナンス業務又はメンテ

ナンスリース業務ついての契約実績とする。 

イ 同規模の契約実績：400台以上の契約実績又は契約金額が本公告の委託業務

に要する予算額（委託上限額）の概ね50％以上の契約実績とする。 

なお、同規模の契約実績は、必ずしも１つの契約による実績を求めるもので

はなく、相手方を同一とする複数の契約がある場合において、その複数の契約

それぞれの対象台数又は契約金額の合計が上記を満たしていれば、契約実績と

して認めるものとする。 

 

４．プロポーザルに係る質問及び回答 

本プロポーザルに係る質問は、質問票（様式１）を電子メールにより提出すること。 

（１） 受付期間 

    令和８年２月１９日（木）～ ２月２５日（水）１７時まで 

（２） 提出先 

   和歌山県総務部総務管理局管財課 

   代表メールアドレス e0107001@pref.wakayama.lg.jp 

※電子メールの件名を「公用車メンテナンス業務に係る質問｣とすること。 

（３） 質問への回答  

質問に対する回答は、質問者に対し、電子メールにて回答し、その内容について 

は、和歌山県総務部総務管理局管財課ホームページへの掲載の方法により公表す

る。 

 

５．プロポ―ザルへの参加表明 

本プロポーザルに参加する場合は、以下の書類を提出すること。 

なお、参加表明者は、後述の企画提案書類を必ず提出する者に限る。 

（１）提出書類 

① 公募型プロポーザル参加表明書（様式２―１） 

② 会社概要書（様式２－２） 

③ コンソーシアム構成員表（様式２－３） 

※③は、コンソーシアムによる申請の場合のみ 

（２）受付期間 

令和８年２月１９日（木）～３月４日（水）１７時まで 

（３）提出先 

和歌山県総務部総務管理局管財課 

   代表メールアドレス e0107001@pref.wakayama.lg.jp 
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※電子メールの件名を「公用車メンテナンス業務に係る参加表明書」とすること。 

 

６．企画提案書類の提出 

本プロポーザルへ応募する場合は、以下の書類を提出すること。 

コンソーシアムによる申請の場合は、下記②～⑦の書類を構成員ごとに提出すること。 

なお、企画提案書類の提出日において、「和歌山県物品、役務の提供等の契約に係る

入札参加資格に関する要綱」第３条に定める入札参加資格を有する者は、「和歌山県物

品・役務の契約に係る競争入札参加資格審査結果について（名簿登載通知）」の写しを

もって下記③～⑦の書類に代えることができるものとする。 

また、県が必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。 

（１） 提出書類 

① 応募申請書（様式３） 

※コンソーシアムによる申請の場合はアを提出すること 

ア コンソーシアム協定書等の写し（様式任意） 

→コンソーシアムの名称、構成員、代表者、代表者の権限等を定めたもの 

② 誓約書（様式４） 

③ 役員等に関する調書（様式５） 

④ 団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこ

れに準ずる書類 

⑤ 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

⑥ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書 

⑦ 都道府県税に係る徴収金について未納がない旨の証明書 

⑧ 企画提案書類（様式６～１３及び任意様式） 

※別紙３「企画提案書作成要領」を参照し作成すること 

（２） 提出期限 

令和８年３月１１日（水）１７時まで（必着） 

（３） 提出部数等 

・紙ベース ⑧企画提案書類：正本１部、副本１０部  

      ⑧以外     ：正本１部 

・電子データ 一式 ：Word、Excel、PowerPoint又はPDF 

 ※指定様式はWordでの提出とする 

（４） 提出先及び提出方法 

・紙ベース 

次の提出場所に持参又は郵便書留により提出してください。 

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地 

和歌山県総務部総務課理局管財課（担当：小倉） 

・電子データ 

代表メールアドレス e0107001@pref.wakayama.lg.jp 
※電子メールの件名を「公用車メンテナンス業務に係る企画提案書」とするこ  

と。 

（５） 留意事項 

① 企画提案書類の応募に当たっては、事前に参加表明を行うこと。詳細は「５．プロ

ポ―ザルへの参加表明」を参照。 

② 企画提案書類の作成、提出及びプレゼンテーション審査対応など、本プロポーザ

ル参加に係る費用は提案者の負担とする。なお、提出は１者につき１案のみとす
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る。 

③ 期限までに書類の提出がない者は、本プロポーザルの参加を認めないこととする。 

④ 提出後の書類の差替え・修正は認めない。 

⑤ 提出された書類は返却しない。 

⑥ 本プロポーザルに関し、本県から手渡された全ての資料は他に公表することや使用

することを認めない。 

 

７．審査及び委託候補者の選定 

（１） 書類審査 

事務局において参加資格についての審査を行う。 

（２） プレゼンテーション審査 

委託候補者の選定は、県が別に定める「和歌山県総務部公募型プロポーザル方式等事

業者選定委員会」（以下「審査委員会」という。）による企画提案書の内容についての

プレゼンテーション審査によって行う。 

なお、審査委員会は、別紙４「審査要領」に基づき、審査・評価を行い、競争性・透

明性の確保に充分に配慮しながら、事業実施能力等の最も優れた提案をした者を委託候

補者として選定する。 

① 審査日時等 

令和８年３月１８日（水） 和歌山市内 （予定） 

※詳細な時間・場所は参加者に別途通知する 

② １提案者あたりプレゼンテーション時間 

プレゼンテーション ２０分～３０分程度 

審査委員からの質疑 １０分～２０分程度 

※詳細な時間は参加者に別途通知する 

  ③ 注意事項 

ア プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみを使用して行うことと

し、プロジェクタ等の使用は認めない。 

イ プレゼンテーションへの参加は、１提案者あたり５名以内とする。 

ウ 他の提案者のプレゼンテーションを傍聴することはできない。 

（３） 委託候補者の選定 

① プレゼンテーション審査を踏まえ、審査委員会が最も優れたプロポーザル参加者

を委託候補者として選定し、併せて次点も選定する。 

② 各審査委員の持ち点を合算した値の６割を最低基準点とし、各審査委員の評価点

を合算した値が最低基準点に満たないプロポーザル参加者は委託候補者として選

定しない。 

③ 全参加者が最低基準点に満たなかった場合は、委託候補者なしとし、再度プロポ

ーザルを実施する。 

（４） 審査結果の通知及び公表 

審査結果は、審査委員会終了後、速やかに参加者全員に文書にて通知するとともに、

以下の内容を和歌山県総務部総務管理局管財課ホームページにて公表する。 

① 委託候補者の名称及び評価点 

② 次点以下の者の評価点（提案者名は公表しない） 

 

（５） 失格 

  次に掲げる事項に該当するものは失格とし、審査の対象しない。 

① 上記「３．参加資格」を満たさないもの。 
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② 提出書類に不足があるもの。 

③ 提出期限を過ぎて提出されたもの。 

④ 本実施要領の定めを満たさないもの。 

⑤ 企画提案書類に虚偽の記載をしたもの。 

⑥ その他審査結果に影響を与えるような行為が認められた場合。 

 

８．契約 

（１）契約の締結 

① 選定した委託候補者に対して、企画提案の内容等に基づき協議のうえ、委託業務

に係る仕様書の内容を確定し、契約を締結する。 

② その者との契約が成立しない場合は、次点の提案者と協議を行う。 

③ 当初契約金額は、委託業務予算の範囲内の額とする。 

④ 業務委託条件・仕様書等は、契約段階において、若干の修正を行うことがある。 

⑤ 本件業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、

業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、あらかじめ県の承諾を

得た場合に限り、業務の一部を委託することができるものとする。 

⑥ 契約保証金については、和歌山県財務規則（昭和63年3月31日規則第28号）第92条

の定めるところによるものとする。 

（２）契約保証金 

契約締結前に、原則として契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付

すること。ただし、和歌山県財務規則（昭和63年和歌山県規則第28号）第93条の規定に

該当する場合は、その全部又は一部の納付を免除することができる。 

 

９．予算の成立について 

委託契約は和歌山県財務規則等の関係法令の規定に基づき行い、令和８年２月和歌山

県議会定例会において、令和８年度和歌山県当初予算案が議決されなかった場合は、中

止、延期、又は変更するものとする。 

 

１０．スケジュール 

日付 内容 

令和８年２月１９日（木）  実施要領の公表 

令和８年２月１９日（木）～ 

     ２月２５日（水）１７時 
質問の受付期間 

令和８年２月２７日（金） 質問への回答期限 

令和８年２月１９日（木）～ 

     ３月４日（水）１７時 
参加表明書の受付期間 

令和８年３月１１日（水）１７時 企画提案書の提出期限 

令和８年３月１８日（水）      審査委員会の開催 

令和８年３月２３日（月）      審査結果の通知 

令和８年４月  契約の締結 

 


